
令 和 ４ 年 度 第 ２ 回 

宇 都 宮 市 国 民 健 康 保 険 運 営 協 議 会 

会  議  次  第 

                      日 時  令和４年１１月１０日（木） 

                           午後４時３０分～ 

                      会 場  宇都宮市役所１４階 
                           １４大会議室 
 
１ 開  会 

 
２ 市長からの諮問について 

 
３ 会議録署名委員の選出 

 
 
４ 議  事 
   報告事項 
   ・報告第１号  国民健康保険の現状について 

・報告第２号  保険税水準の統一に向けた検討について 
 

   【本日，御理解いただきたい点】 
今後，国民健康保険の税率や課税限度額の見直しについて，国民健康保険特別 

会計の収支状況の見通しや国民健康保険に係る動向等を踏まえながら，御協議い 

ただくため，その前提となる国民健康保険の現状について御理解いただきたい。 

また，現在，栃木県と県内全市町において，保険税水準の統一に向けた検討を 

行っていることから，その状況について御理解いただきたい。 

       
 
５ そ の 他 

 
６ 閉  会 



宇都宮市国民健康保険運営協議会委員名簿

委　員　種　別 氏　　　　名 役　　職　　等 備考

成　島　隆　裕 市議会議員

福　田　久美子 市議会議員

田　中　勇　大 宇都宮商工会議所青年部　副会長

土　屋　貴　子 宇都宮商工会議所女性部　会員

村　田　隆　一 市農業委員会　会長職務代理

坂　本　悦　男 公募委員

根　本　智　子 公募委員

松　本　国　彦 市医師会　会長

野　間　重　孝 市医師会　副会長

増　山　哲　茂 市医師会　副会長

石　原　雅　行 市医師会　副会長

北　條　茂　男 市歯科医師会　会長

生　井　俊　一 市歯科医師会　副会長

髙野澤　　　昇 市薬剤師会　会長

平　松　明　夫 市議会議員

菅　原　一　浩 市議会議員

 ◎塚　田　典　功 市議会議員

 ○福　田　茂　夫 市社会福祉協議会　副会長

檜　山　和　子 市民生委員児童委員協議会　会長

上　野　元　子 宇都宮人権擁護委員協議会宇都宮部会　副部会長

小　野　篤　司 宇都宮短期大学　准教授

宮　﨑　　　務 全国健康保険協会栃木支部　支部長

小山田　静　子 栃木県市町村職員共済組合　事務局長

野　沢　良　治 栃木県トラック健康保険組合　常務理事

◎：会長
○：会長職務代理者

第 １ 号 委 員

被保険者代表

第 ２ 号 委 員

保 険 医・
保 険 薬 剤 師
代 表

第 ３ 号 委 員

公 益 代 表

第 ４ 号 委 員

被用者保険等
保 険 者 代 表

令和４年１１月１０日現在



 
事 務 局 名 簿 

 
 

氏   名 役   職 

緒 方  秀 徳 保健福祉部長 

小久保 雅司 保健福祉部次長 

千 本 直 男 保険年金課長             ※１ 

井 上  源 夫 保険年金課長補佐           ※２ 

岩 本  光 生 保険年金課管理グループ係長      ※２ 

大 嶋  聡 保険年金課国保給付グループ係長 

檜山 真佐樹 保険年金課国保税グループ係長 

赤 羽  信 彦 保険年金課収納グループ係長 

古 内  康 夫 保険年金課滞納整理グループ係長 

佐藤 真理子 保険年金課管理グループ総括      ※２ 

斎 藤  幸 子 保険年金課国保給付グループ総括 

結 城  悦 子 保険年金課国保税グループ総括 

加 藤  尚 保険年金課滞納整理グループ総括 

鈴 木  信 晴 健康増進課長 

岩下 あす香 健康増進課長補佐 

小 林  昭 孔 健康増進課企画グループ係長 

鈴 木  敦 子 健康増進課健康づくりグループ係長 

塚田 亜希子 健康増進課健康診査グループ係長 

  ※１ 書記長 
  ※２ 書記 



- 1 - 

 

 

 

報告第１号 

国民健康保険の現状について 
 

１ 国民健康保険制度 

  国民健康保険制度について 

・ 国民健康保険（以下「国保」と言う。）制度は，国民健康保険法第１条に規

定されている社会保障制度である。 

・ また，国保は社会連帯の精神に基づき，共同してリスクに備える「社会保険

方式」を基本としており，この方式は保険税を負担して給付を受ける仕組み

である。 

・ 給付の財源は，保険税と国や県等による公費により賄われることとなって

おり，負担割合は，保険税５０％，公費５０％が基本である。給付の増加に

対しても，保険税と公費により賄うべきものとされている。 

 

  国保特別会計の仕組み・・・資料１参照 

・ 国保は，被保険者から徴収する保険税や国や県等による公費を財源として，

国保の被保険者のために保険給付を中心とする事業を行うものであり，通常

の事業とは違って独立的な性格を有するため，特別会計を設け，経理を行っ

ている。 

 

  国保制度が抱える問題 

・ 国保は，医療技術の高度化に伴う医療費の増大，さらには他の医療保険と比

べて高齢者や非正規労働者などの低所得者が多く加入しているといった構造

的な問題を抱えており，多くの自治体において厳しい財政運営を強いられて

いる。 

  ・ 今後，国保の被保険者は，団塊の世代の後期高齢者医療制度への移行やパ

ートやアルバイトを含めた労働者の社会保険の加入条件が段階的に拡大され

ることにより，減少傾向が続く見込みである。 

 

 

 

 

 
 
 

 

報告第１号 
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２ 本市国保の現状 

  世帯数・被保険者数の状況 

〔図表１〕世帯数と被保険者数の推移（年度平均） 

・ 世帯数と被保険者数は，高齢者層の後期高齢者医療制度への移行により減

少傾向が続いてきた。 

・ 今後，令和４～６年度（３年間）は，団塊の世代の後期高齢者医療制度への

移行やパート・アルバイトなど労働者の社会保険の加入条件が段階的に拡大

される影響により，世帯数と被保険者数は，更なる減少が見込まれる。 

   

〔図表２〕前期高齢者の推移（年度平均） 

 

 ・ 被保険者全体に占める６５～７５歳未満の前期高齢者数の割合は，年々増加 

している。 
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  医療費の状況 

〔図表３〕医療費の推移 

 ・ 医療費は，被保険者数の減少に伴い令和元年度まで減少傾向が続いており，

令和２年度，新型コロナウイルス感染症拡大の影響による医療機関の受診控

えにより大きく減少しているが，令和３年度には，感染症拡大前の水準に戻

っている。 

 

 

〔図表４〕１人当たりの医療費の推移 

・ １人当たり医療費は，令和２年度，新型コロナウイルス感染症拡大の影響に

よる医療機関の受診控えにより減少しているが，前期高齢者の増加や医療技

術の高度化等に伴い増加している。 
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〔図表５〕年齢階級別１人当たり医療費（令和３年度） 

・ 年齢階級別１人当たり医療費は，２５歳以上から年齢に比例して医療費が

高くなる傾向がある。 

 

 

   保険税の状況 

〔図表６〕保険税の税率等 

年 度 Ｈ２０～２５年度 Ｈ２６～Ｒ４年度 

区 分 
医 療 

保険分 

後  期 

高 齢 者 

支援金分 

介  護 

保険分 

医  療 

保険分 

後    期 

高 齢 者 

支援金分 

介  護 

保険分 

所得割（％） 6 2.35 2.05 6.36 2.55 2.07 

均等割（円） 23,300 8,200 8,200 25,900 9,800 10,500 

平等割（円） 20,000 7,000 6,900 19,000 7,200 6,400 

課税限度額 

（万円） 
47～51 12～14 9～12 51～63 14～19 12～17 

・ 保険税の税率は，基本的には２年ごとに見直しの検討を行っているところ 

であるが，近年では，消費税増税や新型コロナウイルス感染症拡大などの影響 

により２年先を見通すことが困難であることから，単年度ごとに見直しの検 

討を行っている。 

・ 直近の保険税の税率改定は，平成２６年度に実施している。 
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〔図表７〕当初賦課時における課税額等の推移 

年 度 Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 

世帯数 

（世帯） 
75,788 73,724 71,724 70,094 69,808 68,451 

被保険者数 

（人） 
123,710 118,249 112,872 108,825 107,179 103,455 

課税額 

（百万円） 
11,876 11,256 10,673 10,309 10,063 9,610 

１世帯当た

りの課税額 

（円） 

156,702 152,682 148,804 147,076 144,154 140,393 

１人当たり

の課税額 

（円） 

96,000 95,192 94,557 94,731 93,891 92,891 

・ 当初賦課時における「課税額」，「１世帯当たりの課税額」，「１人当たりの課 

税額」は，世帯数や被保険者数の減少に伴い減少している。 

・ 令和４年度には，「未就学児均等割軽減」が新たに適用され，保険税の軽減 

措置が拡大されたことにより，課税額等はさらに減少している。 

 

 

〔図表８〕当初課税における世帯の所得構成（令和４年度） 

・ 令和４年度，当初賦課時における世帯の所得構成は，「所得なし」及び「所

得２００万円以下」世帯の割合が，全体の８０．４％を占めており，非正規労

働者などの低所得者世帯が多く加入している。 
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   保険税の収納状況 

〔図表９〕収納率の推移（現年度分） 

・ 現年度分の収納率は，電話・文書による催告強化や休日納税相談窓口の開設 

などの各種収納対策の強化により，着実に向上している。 

・ 引き続き，各種収納対策の強化に取り組むとともに，従来，金融機関に対し 
て紙媒体で行っていた預貯金調査を電子化することにより，財産調査の迅速 
化や調査対象件数の増加が図られることから，更なる差押えの強化に取り組む。 

 

 

〔図表１０〕滞納繰越額の推移 

・ 滞納繰越額は，財産の差押などの滞納処分を積極的に取り組むとともに， 

市税等と一体的に効果的な滞納処分を実施することで着実に減少している。 
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〔図表１１〕所得階層別の滞納の状況（令和３年度） 

 ・ 所得階層別の滞納世帯の割合は，「所得なし」世帯よりも「所得２００～５００

万円以下」世帯の滞納率が高い状況にあることから，財産調査を徹底するととも

に，預貯金や給与の差押えの強化に取り組む必要がある。 

 

 

〔図表１２〕世帯主の年齢階層別人数（令和３年度） 

・ 年金受給者を含む６０～７０歳以上の世帯主の割合は，全体の６２．６％を

占めている。 
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〔図表１３〕世帯主の年齢階層別収納状況（令和３年度） 

 ・ 年金受給者を含む６０～７０歳以上の世帯は，確実に納付期限内に納付され 

る年金特徴や口座振替による収納方法が多いため，収納率は９０％以上となっ 

ている。 

 ・ 今後，こうした高齢者世帯が後期高齢者医療制度へ移行することにより，年

金特徴や口座振替による収納方法の世帯が減少し，収納率の低下が懸念される

ため，新規加入世帯はもとより，口座振替以外の納付方法の被保険者世帯に対

しても口座振替の推進を更に強化する必要がある。 

 

 

  国保事業費納付金の状況 

〔図表１４〕国保事業費納付金の推移 

年度 Ｈ３０ Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 

納付金額 

(百万円) 
14,419 15,842 14,682 13,822 13,205 

前年比 

(百万円) 
― 1,423 △1,160 △860 △617 

 ・ 国保事業費納付金は，令和元年度，当時の医療費の伸び率等を考慮して，こ

れまでで最も高い金額（約１５８億円）となっているが，その後は，被保険者

の減少に伴い納付金の金額も減少傾向が続いている。 
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  一般会計からの法定外繰入金の状況 

〔図表１５〕法定外繰入金の推移 

・ 法定外繰入金は，令和元年度以降，国保事業費納付金が減少していること

や，収納率の向上や医療費の適正化などの財政健全化の取組を強化している

ことから減少している。 

 

 

〔図表１６〕１人当たりの法定外繰入金の推移 

・ １人当たり法定外繰入金は，中核市の平均や栃木県内の平均よりも高い状

況ではあるが年々減少している。 
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  国民健康保険基金の状況 

〔図表１７〕国民健康保険基金の保有額の推移 

 ・ 国民健康保険基金は，令和元年度の国保事業費納付金を納付するため，基金

の取り崩しを行い，令和３年度末の基金残高は，約９千万円となっている。 

 

 

 

   制度改革実施に伴う各項目の状況 

〔図表１８〕国の保険者努力支援制度 

【令和４年度 獲得状況】 

満点 宇都宮市 栃木県内平均 全国平均 

960 点 495 点 594 点 565 点 

  共通指標の実績 

指標名 配点 獲得点 平均 

特定健診受診率・特定保健指導実施率・ 

メタボ該当者及び予備軍の減少率， 

がん検診受診率・歯周疾患（病）検診受診率 

など 

620 点 285 点 
県内：369 点 

全国：347 点 

  固有指標の実績 

指標名 配点 獲得点 平均 

収納率向上に関する取組の実績状況， 

データヘルス計画策定状況 など 
340 点 210 点 

県内：225 点 

全国：218 点 

・ 国の保険者努力支援制度では，約２億円の交付金が支給された。 
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〔図表１９〕県の保険者努力支援制度 

【令和３年度 獲得状況】 

満点 宇都宮市 栃木県内平均 

1,020 点 475 点 573 点 

  体制構築加点 

評価項目 配点 獲得点 平均 

医療費適正化に向けた推進組織， 
収納率向上に向けた推進組織 など 

45 点 40 点 39 点 

  医療費適正化 

評価項目 配点 獲得点 平均 

特定健康診査受診率， 
特定保健指導実施率 など 

755 点 375 点 430 点 

  収納率向上 

評価項目 配点 獲得点 平均 

収納率の向上， 
収納率向上に向けた取組 など 

200 点 40 点 88 点 

  その他 

評価項目 配点 獲得点 平均 

資格適用の適正化，賦課限度額の設定 など 20 点 20 点 16 点 

・ 県版保険者努力支援制度では，約４億８百万円の交付金が支給された。 
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歳出項目 歳入項目 

 

 

 

 

 

 

 

① 国保事業費納付金 

 

 

 

 

 

④ 財政安定化基金 

⑤ 国民健康保険基金 

⑥ 保険税収入 

⑧
保
険
者
努
力
支
援

制
度
交
付
金
等 

⑦ 一般会計繰入金 

② 保健事業費 

③ 保険給付費 ⑨ 保険給付費交付金 

 

●国保事業費納付金 

毎年度，県が納付金の金額を算定・

決定するものであり，市町は納付金が

多くなれば，より多くの歳入（税収，

保険者努力支援制度交付金など）を確

保する必要がある。 
【関係要素】 

・世帯数・被保険者数 

  増（減）⇒納付金増（減） 
・医療給付費 

  増（減）⇒納付金増（減） 

 
●保健事業費 

特定健康診査や特定保健指導などの

事業実施に応じて歳出は増加する。 

事業効果として被保険者の健康の保

持や増進が図られるとともに，医療費

の適正化が進めば納付金の減につなが

ることから，保健事業を推進する必要

がある。 

●保険給付費 

被保険者が医療機関でかかった医療

費のうち，被保険者の自己負担分を除

いた費用を負担するものであり，市町

が要する保険給付費は県からの保険給

付費交付金により全額賄われる。 
保険給付費が増加するとその分県が

市町から翌年度に集める納付金が増加

するため，市町は医療費の適正化に努

める必要がある。 

●保険給付費交付金 

県は市町が納付した納付金等を原資に，保険給付に必要な費用を全額市町に交

付する。 

●保険者努力支援制度 

医療費の適正化や保険税収納率の向上など国保財

政の健全化に取り組み，成果を上げた市町に対して

インセンティブとして国・県から公費が配分され，

より多くの財政支援が受けられる。 
【関係要素】 

・医療費の適正化・保健事業の推進 

  特定健康診査受診率向上⇒交付金額増 

・保険税収納対策の推進 

  収納率向上⇒交付金額増 

●保険税収入 

国民健康保険事業（被保険者の負傷，疾病，死亡

などに対する保険給付など）に要する費用にあてる

ために徴収するもの。 
税額は，被保険者の資力に応じて賦課する応能分

（所得割）と受益に応じて等しく被保険者に賦課す

る応益分（平等割，均等割）から構成されている。 

●一般会計繰入金 

一般事務費や職員給与費などの法定内繰入金と国

保の構造的問題や保険者の責めに帰さない要因（医

療費の増加など）に対応するため，自治体独自の基

準を設け政策的に行う法定外繰入金がある。 

保険者の責務として，医療費の適正化や保険税収

納率の向上などの経営努力を行い，法定外繰入金の

削減に努めている。 

【関係要素】 

・法定外繰入金 

  収支均衡（不均衡）⇒繰入金不要（必要） 

●財政安定化基金 

 国保事業の財政安定化のため県に設置するもの。 

市町が県に納付する納付金に不足が生じた場合に，市町は県からの借入に

より納付金を賄うことができる。 

●国民健康保険基金 

国保事業の財政安定化のため市が設置するもの。 
不測の事態に活用するものであり，通常時においては，基金の

涵養に努めている。 

 

資料１ 

＝ 

※ 当該イメージ図は，正確性よりも理解を得や

すくするため，あくまでわかりやすさを重視し

た内容としている。 

納付金に応じた 

税率等の検討 

「保険給付費」と「保険給付費等交付金」は同額 
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保険税水準の統一に向けた検討について 

 

１ 背景 

・ 平成３０年度の国民健康保険制度改革では，将来的な保険税負担の平準化を

進めるため，都道府県が市町の事務の効率化・広域化を推進することとなった。 

 

・ また，国は，将来的に保険税水準の統一（同一都道府県において，同じ所得

水準・同じ世帯構成であれば，同じ保険税水準）を目指すことを求めている。 

 

・ さらに，令和３年６月４日に可決・成立した「全世代型対応の社会保障制度

を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」においては，法定外繰

入等の解消や保険税水準の統一に向けた議論について，その取組を促進する

観点から，県国保運営方針に記載して進める旨が位置づけられた。 

【参考】栃木県国民健康保険運営方針（令和２年１２月策定） 

  市町ごとに医療費水準等に差があることに留意しつつ，将来的には保

険税水準の統一を目指すこととし，統一化の定義等について，県と市町で議

論を進める。 

  県と市町は，保険税水準の統一化等に向けた議論を深めることに伴い，

保険税水準統一化に伴う事業運営上の課題（保険税減免基準の統一化等）に

ついて議論するため，連携会議において並行して事業運営上の課題を整理・

検討する。 

 

２ 検討状況 

・ 栃木県では，県・市町間の保険税水準の統一に向けた具体的な検討を令和３

年度から開始したところであり，統一の定義の理念等を県・市町間で共有しな

がら，市町間の医療費水準や保険税収納率等の差の縮小や，事務の標準化，均

質化，均一化等も含め，分科会ごとに具体的な検討テーマについて議論を実施

している。 

 

枠組み 検討の枠組み① 検討の枠組み② 

分科会名 

財政運営分科会 ・資格管理・保険給付分科会 

・国保税分科会 

・保健事業分科会 

検討事項 

保険税水準の統一に関する 

納付金，標準保険料率の算定 

に係る検討 

例）国保事業費納付金の算定

における医療費指数反映係

数の扱い 

事務の標準化，均質化，均一化等

に係る検討 

 

例）保険税収納対策の統一 

 

報告第２号 
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マイナンバーカードの保険証利用について 

 

１ 目的 

  マイナンバーカードの保険証としての利用促進を図ることを目的とするもの 

 

２ 取組内容 

   「国保だより」を活用した周知広報 

本市の国民健康保険被保険者全世帯を対象に発行している「国保だより」

において，保険証としてのマイナンバーカードのメリットや申請手続きにつ

いて掲載して周知広報を実施している。 
⇒裏面参照 

 

   保険証利用申込の支援 

   「マイナポイント」の申込に必要なマイキーID の設定支援窓口において

保険証利用申し込みの支援も行っている。 

 

【参考】マイナンバーカードの利用促進に係る取組内容 

   本市の広報紙を活用した周知広報 

   毎月発行される「広報うつのみや」において，マイナンバーカードを使っ

た行政サービス（住民票等のコンビニ交付）や申請手続きに関する情報を掲

載して周知広報を実施している。 

 

   土日臨時交付窓口の開設 

   毎月２回，土曜日または日曜日を対象として，市役所（市民課）において

臨時交付窓口を開設してマイナンバーカードを交付している。 

 

   顔写真撮影サービスの実施 

   市役所（市民課）において，マイナンバーカードの申請に必要となる顔写

真を撮影して，申請の補助を実施している。 

 

   企業等一括申請の実施 

   市内の企業などを対象に訪問し，一括してマイナンバーカードの申請を

受け付けている。（※顔写真撮影も併せて実施） 
   市外に住民票がある人や勤めている人の家族も申請可能 
 

   出張申請サポートを実施 

   市内の商業施設等において，マイナンバーカードの申請書の記入補助や

顔写真撮影などを実施している。 

参考資料１ 
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～国保だより第２２号～（令和４年７月７日発行）掲載内容 
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特定健康診査におけるＡＩを活用した未受診者勧奨について 

 

１ ＡＩ活用による未受診者勧奨事業 

   事業の目的 

ＡＩ技術の活用による未受診者勧奨により，特定健康診査への受診意欲を高め行動

変容を促し，着実な受診行動につなげることを目的とする。 

   事業開始 

   令和２年度  

  事業の概要 

① 勧奨対象者の抽出 

  ＡＩを用いて，受診履歴や健診結果，問診票，レセプトなどの対象者のデータを 

分析し，行動変容を起こしやすい人を可視化し，勧奨対象者の優先順位付けを実施 

② 対象者特性のセグメントに応じたメッセージ付き勧奨ハガキの送付 

 受診経験の有無や問診票の項目等から，健康意識に基づく振り分けを行い，各セグ

メントに応じたメッセージ付き勧奨ハガキを送付 

※１ 過去３年間で１回または２回健診を受診したことがある者 
※２ 過去３年間で１回も健診を受診したことがない者 

  令和２～４年度実施内容 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

対象者 
・不定期受診者 

・未経験のうち，前年度国保加入者とＡＩ分析により受診確率が高値の者 

発送数 50,000 通 60,630 通 60,000 通 

回数 1 回 2 回 ①42,000 通 

②18,630 通 

2 回 ①40,000 通 

②20,000 通 

 

 

 

 

【セグメント】 

不 定 期 

受 診 者 

※1 

心配性さん〔病気を怖がっている，病気を心配している，やや神経質〕 

頑張り屋さん〔運動習慣がある，健康意識が高い，やり抜く力が強い〕 

甘えん坊さん〔今の生活が幸せ，やや太り気味，サポートが必要〕 

面倒くさがり屋さん〔生活改善意欲なし，健康に興味がない，やり抜く力が弱い〕 

未経験者

※2 

通院なし・未経験者 

通 院 中・未経験者 

前年度国保加入者 

参考資料２ 



- 17 - 

２ 実施結果 

  勧奨後の対象者の反応について 

・ 勧奨対象である「不定期受診者」と「未経験者」において，勧奨直後の受診者数に

増加がみられた。 

・ 集団健診予約センターにおける電話受付において，ハガキの内容等について対象

者や予約センターの担当者から以下の反応がみられた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  受診率について 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

受診率 ２９．７％ ２５．９％ ２７．９％ 

 令和３年度の受診率は，前年度より回復したものの，新型コロナウイルス感染症の影

響を受けていない令和元年度の受診率には届いていない。 

 

３ ＡＩ導入の効果 

  受診率への効果 

令和２年度は新型コロナウイルス感染症の影響による受診控えがあり，受診率向上

の効果は得られなかったが，令和元年度と令和２年度の受診率を比較すると，本市の受

診率の減少は３．８ｐｔにとどまり，全国や栃木県の受診率の減少より緩やかであり，

受診率の低下の抑制につながった。 

 令和元年度 令和２年度 差 

宇都宮市 ２９．７％ ２５．９％ △３．８ｐｔ 

栃木県 ３７．０％ ３０．８％ △６．２ｐｔ 

全 国 ３８．０％ ３３．７％ △４．３ｐｔ 

  受診に繋がりにくい対象者（健診未経験者）への効果 

未経験者は健診に関心がなく，受診を促すことが一番難しい対象者であるが，ＡＩ活

用により，受診確率が高値の者から勧奨をかけたことから，勧奨後の反応の高さがみら

れ，新規受診者の掘り起しにつながった。 

 

＜対象者の声＞ 

・ コロナが心配だったので受診を躊躇していたが，１時間で終わるならいいなと

思った。 

・ はがきを見て，初めて受けてみようと思った。 

・ 無料で受けられるとは知らなかったので受けてみたい。 

＜予約センターの担当者の声＞ 

・ 勧奨はがきが届いた直後から予約の電話が殺到した。 

・ 案内はがきは「無料」「1時間」「苦しくない」などのワードや様々な病気のリ

スクが年代別にわかりやすく記載されていることなど，具体的数字が市民にも

響き，関心を持った様子だった。 
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１ 不定期受診者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①心配性さん ②頑張り屋さん 

③甘えん坊さん ④面倒くさがり屋さん 

【参考】勧奨ハガキデザイン 
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２ 未経験者 

 ②通院歴なし・あり ①前年度国保加入者 


